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各会計別予算

①豊かな森に抱かれたやすらぎ憩い空間づくり
●こまどりケーブル光化事業　117,100
事業主体のこまどりケーブル(株)に補助を行い、ケーブルテレビ網を同軸ケーブル網から光ケーブル網に更新します。
災害に強い安定的な情報伝達が確保されると同時に、インターネットサービスもより高速な通信が可能となります。

●土屋原公民館・体育館耐震改修事業　93,649
防災計画に基づき、避難所の指定がある公共施設の耐震補強工事を行い、災害に強い村づくりを目指します。

●橋梁長寿命化修繕補修事業　68,000
「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的に傷んだ橋梁を補修し、長寿命化を図ります。

●村道整備事業　50,000
村道白髪線、井出谷太良路線の拡幅改良事業を行います。

●桃俣簡易水道配水管更新事業　47,793
安全で安定的な給水を行うため、桃俣地区の老朽化した簡易水道配水管の更新工事を前年度に引き続き行います。

●村道災害防除（法面対策）事業　12,000
安心・安全に走行できる快適な道路空間の確保のため、崩落、落石対策事業を行います。

●合併処理浄化槽設置補助金　5,222
生活排水による河川などの水質汚濁を防ぐため、合併処理浄化槽の設置を促進していきます。

●近居・同居支援補助金　2,000
村内に新たに２世代・３世代で、同居や近居を始める人に、住宅の新築・増改築、改修に係る費用の一部を補助します。

●予防接種事業　4,750
感染症の恐れのある疾病の発生及びまん延を予防するため、インフルエンザ等の予防接種を行います。

●福祉医療及び子育て支援医療費　5,047
中学3年生までの子ども、ひとり親家庭の保護者とその子ども、（重度）心身障害者へ医療費の一部を助成し、病気の早期発
見、治療を行い福祉の増進を図ります。また中学３年生までの子どもの医療費について、自己負担金の無料化を行います。

●児童手当　5,580
次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援するため、３歳未満と、小学生までの第３子以降は月
15,000円、３歳から小学生までの第１子と第２子、中学生は月10,000円を支給します。

●保育所運営費　38,078
働く保護者の子育てを支援するための延長保育や、０歳児からの低年齢児保育等、保育所の運営費用です。

●障害者自立支援給付費及び医療費　95,996
障害者総合支援法に基づく自立支援給付（介護給付、訓練等）や更生医療給付を行います。

平成31年度 平成30年度 前年度比会 計 名

合 　 　 　 　 計

一　　　　　　　般　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　計
簡　　　易　　　　水　　　　道　　　　事　　　　業
国　　　民　　　　健　　　　康　　　　保　　　　険
内　

訳

特　

別　

会　

計 介　　　　　護　　　　　　保　　　　　　　　　険
後　　期　　高　　齢　　者　　医　　療

（　事 　　業 　　勘 　　　定　　）
（　診 　療　　施　　設　　勘　　定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2,213,000
114,633
451,524
325,819
125,705
344,003
39,322

3,162,482

2,295,000
111,759
436,219
324,035
112,184
339,576
49,243

3,231,797

△ 82,000
2,874
15,305
1,784
13,521
4,427

△ 9,921
△ 69,315

△ 3.6
2.6
3.5
0.6
12.1
1.3

△ 20.1
△ 2.1

（単位： 千円・％）

②“地域の杖”で支える村民主体の元気なむらづくり

（単位： 千円）

（単位： 千円）
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③“みつえ力”を創出・発信する地域づくり

④みつえを次世代につなげるための人づくり

●地域資源活用事業　４７，７５０
御杖村の地域資源である森林資源を活用した木工品・キャビンの販売体制の構築、海外戦略並びに自伐型林業の導入等
の取り組みを推進します。

●地域おこし協力隊推進事業　５０,７２９
都市部の若者が御杖村へ移り住み、地域の生活支援や地域協力活動に従事しながら定住・定着を図る取り組みを推進し
ます。

●施業放置林整備事業　３１，２４４
県森林環境税を財源とし、森林の保全や水源のかん養など、森林が発揮すべき環境面の機能増進を図るため、施業放置
森林の間伐を行います。

●新規就農者誘致事業　９，０２０
農業振興対策として、新規就農者への御杖村独自の支援制度を創設し、農業の担い手を育成します。

●中山間地域等直接支払交付金事業　１３,９３８
村内２８団地で地域が連携して、農地の保全や水路・農道の管理などを行うための支援を行います。

●プレミアム商品券発行事業　１０，５５０
地域経済の活性化対策として、村内の商店等で利用できるプレミアム商品券を発行します。

●米の直接支払交付金　４,５００
稲作農家に対して米の直接支払い交付金を給付し、稲作農家の所得補償と離農することにより起こり得る遊休農地の
発生防止を図ります。

●間伐促進事業・木質バイオマスエネルギー供給促進事業　２，１５２
森林環境譲与税を財源として、林業振興のため、間伐材の搬出に対する助成や木質バイオマスエネルギー供給促進の
助成を行い、間伐の推進及び間伐材の利用促進を図ります。

●小学校複式学級解消事業　１０，３２９
それぞれの学年ごとにきめ細かな学習指導の充実を図り、基礎学力の向上を目指すため、村単独の非常勤講師を配置し
ます。

●語学指導外国青年招致事業　４，７２６
学校教育の中で、外国青年とふれあうことで、外国語をより身近なものとし、また国際的な視野を育むことを目的に外国
語指導助手を配置します。

●人材育成塾運営事業　２，８３２
国際化社会に対応した外国語によるコミュニケーション能力の向上を図るとともに、子どもたちの限りない可能性を広げ
ていくため人材育成塾を運営します。

●小・中学生給食費助成事業　１，８９２
子育て支援の一環として、小・中学生の給食費を助成します。

●放課後児童一時預かり事業　２，１２１
学校が終わった放課後に、子どもたちの安心・安全な居場所確保を目的に、放課後児童の一時預かりを実施します。

●特別支援教育支援事業　１，５００
さまざまな支援を必要とする児童生徒に対してきめ細かな対応ができるように支援員を配置し、個々の状況に応じた
学習支援を行います。

（単位： 千円）

（単位： 千円）
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軽
自
動
車
税

　

軽
自
動
車
、原
動
機
付
自
転
車
、小
型
特

殊
自
動
車（
農
耕
作
業
用
等
）及
び
二
輪
の

小
型
自
動
車
等
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税

さ
れ
ま
す
。

●
次
に
該
当
す
る
場
合
、軽
自
動
車
税
が
減
免

さ
れ
ま
す
。（
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。）

　

・
各
種
障
害
者
手
帳
所
持
者
名
義
の
軽
　

 

　
　

自
動
車（
障
害
の
程
度
に
応
じ
、１
人
に
つ
き

　

１
台
）

　

・
公
益
の
た
め
に
使
用
す
る
軽
自
動
車（
台
数

　

制
限
無
し
）
　
　

・・・な
ど

　

御
杖
村
内
に
固
定
資
産（
土
地
・
家
屋
・

償
却
資
産
）を
所
有
さ
れ
て
い
る
次
の
方
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

【
土
地
・
家
屋
】・・・
土
地
・
家
屋
登
記
簿
ま
た
は

土
地
・
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
所
有
者
と
し
て

登
記
ま
た
は
登
録
さ
れ
て
い
る
方
ま
た
は
法
人

【
償
却
資
産
】・・・
償
却
資
産
課
税
台
帳
に

所
有
者
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
方
ま
た
は

法
人

　

御
杖
村
に
住
民
登
録
の
あ
る
方
で
、前

年
中
に
一
定
の
給
与
、営
業
、農
業
、不
動

産
、譲
渡
、配
当
や
雑（
年
金
）等
の
所
得
の

あ
っ
た
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、御
杖
村
に
住
民
登
録
が
な
い
方

で
、村
内
に
家
屋
や
事
務
所
、事
業
所
を
所

有
し
て
お
ら
れ
る
方
は「
均
等
割
」が
課
税

さ
れ
ま
す
。

　

税
額
は
資
産
の
価
格
を
基
に
算
定
し
た

課
税
標
準
額
に
税
率
1.4
％
を
乗
じ
て
得
た
額

（
百
円
未
満
切
り
捨
て
）と
な
り
ま
す
。

村
県
民
税（
個
人
住
民
税
）に
は
、「
均
等
割
」

と「
所
得
割
」が
あ
り
ま
す
。

「
均
等
割
」・・・
村
民
税
３
千
５
百
円
＋
県
民

税
２
千
円（
森
林
環
境
税
含
む
）

「
所
得
割
」・・・
課
税
所
得
金
額×

（
村
民
税
６

％
＋
県
民
税
４
％
）

●
次
に
該
当
す
る
場
合
、村
県
民
税（
個
人

住
民
税
）が
減
免
さ
れ
ま
す
。（
申
請
が
必

要
で
す
。）

　

・ 

貧
困
に
よ
り
生
活
の
た
め
公
私
の
扶

　
　

助
を
受
け
る
方 

　

・ 

災
害
等
に
よ
り
個
人
の
所
有
す
る
資

　
　

産
に
損
失
を
受
け
た
方  

・・・
な
ど

●
「
均
等
割
」・「
所
得
割
」の
ど
ち
ら
も
課

税
さ
れ
な
い
方

　

・ 

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

　

・ 

障
害
者
・
未
成
年
者
・
寡
婦（
夫
）で
前

　
　

年
中
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万

　
　

円
以
下（
給
与
収
入
で
２
０
４
万
４

　
　

千
円
未
満
）の
方

　

・ 

扶
養
親
族
の
い
な
い
方
で
合
計
所
得

　
　

金
額
が
31
万
５
千
円
以
下
の
方

　

・ 

扶
養
親
族
の
い
る
方
で
合
計
所
得
金

　
　

額
が
31
万
５
千
円×

（
本
人
＋
扶
養
親

　
　

族
数
）＋
18
万
９
千
円
以
下
の
方　

●
「
所
得
割
」が
課
税
さ
れ
な
い
方

　

・ 

扶
養
親
族
の
い
な
い
方
で
合
計
所
得

　
　

金
額
が
35
万
円
以
下
の
方

　

・ 

扶
養
親
族
の
い
る
方
で
合
計
所
得
金

　
　

額
が
35
万
円×

（
本
人
＋
扶
養
親
族
数
）

　
　

数
）＋
32
万
円
以
下
の
方

●
次
に
該
当
す
る
場
合
、固
定
資
産
税
が

減
免
さ
れ
ま
す
。（
申
請
が
必
要
で
す
。）

　

・ 

貧
困
に
よ
り
生
活
の
た
め
公
私
の
扶

　
　

助
を
受
け
て
い
る
方
の
所
有
す
る
固

　
　

定
資
産

　

・ 

公
益
の
た
め
に
直
接
専
用
す
る
固
定

　
　

資
産（
有
料
で
使
用
す
る
も
の
は
除

　
　

く
。）

　

・ 

村
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
わ
た
る
災

　
　

害
ま
た
は
天
候
の
不
順
に
よ
り
、著

　
　

し
く
価
値
を
減
じ
た
固
定
資
産

●
そ
の
年
の
固
定
資
産
の
課
税
標
準
額
が

次
の
金
額
未
満
の
も
の
に
つ
い
て
は
、固

定
資
産
税
は
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

・ 

土
地
・・・
30
万
円

　

・ 

家
屋
・・・
20
万
円

　

・ 

償
却
資
産
・・・１
５
０
万
円

固
定
資
産
税

村
県
民
税（
個
人
住
民
税
）

課
税
さ
れ
な
い
場
合

税
　

額

課
税
さ
れ
な
い
場
合

課
税
さ
れ
な
い
場
合

税
　

額

　

皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
村
税
は
、福
祉
・
教
育
な
ど
の
各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
も
ち

ろ
ん
、村
民
の
皆
さ
ん
が
い
き
い
き
と
安
心
し
て
住
み
続
け
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
を
整

備
す
る
た
め
の
貴
重
な
財
源
と
な
り
ま
す
。

　

御
杖
村
で
は
毎
年
、４
月
に
軽
自
動
車
税
、５
月
に
固
定
資
産
税
、６
月
に
村
県
民
税

（
個
人
住
民
税
）そ
し
て
７
月
に
は
国
民
健
康
保
険
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

各
税
の
納
期
は
次
の
通
り
で
す
。

４月賦課期日

4月1日

1月1日

1月1日

4月1日

1期

1期 2期 3期 4期

2期 3期 4期

2期

1期

1期 4期3期 6期5期 8期7期

軽自動車税

固定資産税

村県民税
（個人住民税）

国民健康保険税

5月 6月 7月 8月 9月 12月11月10月 １月 ２月 ３月

※納期限は、各納期月の月末。ただし１２月は２５日が納期限です。
　月末が日曜、祝祭日等にあたるときは、その翌日（土曜日にあたるときは翌 日々）
が納期限となります。
※賦課期日とは、その年度分の納税義務を確定する基準日のことです。
　また、納期を過ぎると督促手数料や延滞金が加算される場合がありますので、
納期内納付をお願いします。

平成
３１年度

村
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

村
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
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国
民
健
康
保
険
税

督
促
手
数
料
と
延
滞
金
に
つ
い
て

税　

額

　

世
帯
主（
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場

合
も
含
む
）及
び
そ
の
世
帯
の
国
民
健
康
被

保
険
者
の
合
計
総
所
得
金
額
が
次
の
軽
減

判
定
基
準
以
下
の
世
帯
に
つ
い
て
は
、所
得
の

額
に
応
じ
て
均
等
割
と
平
等
割
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

（
注
）平
成
31
年
度
賦
課
分
よ
り
、軽
減
判
定
基
準
額
が

変
更
と
な
り
ま
し
た
。

・７
割
軽
減
は
、33
万
円
以
下
の
世
帯

・５
割
軽
減
は
、33
万
円
＋（
28
万×

被
保
険
者

数
）以
下
の
世
帯

・２
割
軽
減
は
、33
万
円
＋（
51
万
円×

被

保
険
者
数
）以
下
の
世
帯

※

世
帯
に一人
で
も
未
申
告
の
方
が
い
る
と
軽

減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

納
期
内
に
納
め
た
人
と
の
負
担
の
公
平
性
を
図

る
た
め
、納
期
を
過
ぎ
る
と
督
促
手
数
料
や
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

督
促
状
や
催
告
書
、関
係
部
署
か
ら
呼
び
掛
け

等
に
よ
っ
て
も
納
付
や
相
談
が
無
く
、ま
た
誠
意
が

認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き

財
産
調
査
を
行
い
、預
貯
金
や
給
与
、不
動
産
等

を
差
し
押
え
し
、換
価（
換
金
）し
て
滞
納
金
や
延

滞
金
に
充
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

滞
納
処
分
の
お
お
よ
そ
の
流
れ
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金融機関、勤務先等へ給与等財産調査を行います。
②督促状で納付されないと

②にて行った財産調査で判明した財産の差押を行います。
③未納が継続すると

延滞金

取扱金融機関納付忘れがないように、

完納の日までに応じて計算し加
算。(1ヶ月間は年2.6%、それ以降
は年8.9%)

村税等は、金融機関等にて口座振替による納付ができます。
納付忘れがないよう、手続きがお済みでない方は是非ご利用ください。
申請については役場までお問い合せください。

南都銀行・大和信用金庫・奈良県農業協同組合・ゆうちょ銀行

振替日
毎月25日（土日の場合は翌営業日）
なお、残高不足等で不納となった場合は再振替はできませんので、
振替日前には残高確認をお願いします。

村税に関しての詳細は住民生活課までお問い合わせください。
▼税に関するお問い合わせ

村税の納付は
口座振替が便利です。

④さらに未納が継続すると 
取立や公売により換金し、滞納金に充当。

①期内に納付されないと
  納期限から20日以内に督促状を発送。手数料として100円が加算されます。

軽　

減

課
税
さ
れ
な
い
場
合

●
次
に
該
当
す
る
場
合
、国
民
健
康
保
険
税

が
減
免
さ
れ
ま
す
。（
申
請
が
必
要
で
す
。）

　
　
・貧
困
に
よ
り
生
活
の
た
め
公
私
の
扶
助

　
　

を
受
け
て
い
る
方 

　
　
・災
害
等
に
よ
り
生
活
が
著
し
く
困
難
と

　
　

な
っ
た
方      …
な
ど

区　分 医　療　分 支援金分 介　　護　　分
課税対象者 0歳～74歳の被保険者

6.5％
40.0％

18,000円×人数
17,000円
8,500円
12,750円
610,000円

1.5％
－

4,000円×人数
4,000円
2,000円
3,000円
190,000円

1.5％
－

6,000円×人数

4,000円

160,000円

40歳～64歳の被保険者

所得割
資産割

均等割（1人あたり）

平等割（1世帯あたり）
※1 特定世帯

※2 特定継続世帯

課税限度額

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
有
す
世

帯
主（
世
帯
主
が
被
保
険
者
で
な
い
場
合
も

含
む
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

＊
今
年
度
の
税
率
改
定
は
行
い
ま
せ
ん
。

　

世
帯
内
の
被
保
険
者
ご
と
に
算
定
し
た

所
得
割
額
、資
産
割
額（
医
療
分
の
み
）、均

等
割
額
及
び
平
等
割
額
の
合
計
金
額
で
課

税
さ
れ
ま
す
。

※１国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで国民健康保険の被保険者が一人となる
世帯を特定世帯といい、最大５年間医療分と支援分の平等割が半額になります。

※２特定世帯として５年間軽減を受けられた世帯は、軽減割合を２分の１から４分の１に縮小した上で３年   
間軽減を受けることができます。この世帯を特定継続世帯といいます。
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■ 日時及び場所
　　下里アサエさん宅（神末上村）   毎週水曜　14：00～
　　神末西町集会所　　　　　　　毎週水曜　13：00～
　　神末敷津産地化センター　　　毎週火曜　13：30～　
　　土屋原堂前集会所　　　　　　毎週火曜　13：30～

■日時：4 月 11日（木）　13：00～ 16：00
■場所：保健センター
■対象：どなたでもご参加ください。

■ だいじょうぶ、ひとりで悩まず、まずは、保健福祉課
　 95-2828「にーはちにーはち」へご相談ください。

【4月の予定】 保 健 福 祉 課 社会福祉協議会0745(95)2828 0745(95)2522問

保健・福祉センター情報【4月】　　　　　保健、福祉、介護、子育てのコーナー

■日時：4 月 24日（水）　17：50～ 18：50
■場所：みつえ温泉『姫石の湯』　和室
■内容：「背骨を正そう」～肩こり・腰痛の改善～
　　　　無理なく取り組みたい方向けに、椅子に座って行える
　　　　ヨガです。
■対象：御杖村民の方（20名程度）
■講師：柔道整復師　太田　和幸氏
■持ち物：水、お茶などの飲み物
　　　　＊動きやすい服装でお越しください。
■申込み：みつえ温泉『姫石の湯』に４/21までにお申し込み
　　　　　ください。　0745（95）2641
■問合せ：『姫石の湯』または保健福祉課 0745（95）2828

ヨガ教室のお知らせ

Sat 土Mon 月 Tue 火 Wed 水 Thu 木 Fri 金Sun日

筋力アップ教室
☆申込不要・参加無料☆

☆要申込・参加無料☆

☆申込不要・参加無料☆ ☆申込不要・参加無料☆

保健福祉課0745（95）2828問

保健福祉課0745（95）2828問

■日時：4月5日・12日・19日・26日（各金曜日）
　　　　ゆったりコース　13：10～14：50
　　　　しっかりコース　14：50～16：20
■講師：運動指導士他　■場所：保健センター　
■持ち物：お茶

いきいき百歳体操

■日時：4 月 25 日（木）　10時～11時まで
■場所：御杖保育所内子育て支援センター
■対象：保育所に入所されていない村内在住の小学校就学前の
　　　　お子さんとその保護者の方
◎毎週月・木・金曜日の9時～12時までは、支援室・園庭の開
　放をしていますので、気軽にご利用ください。
◎一時預かり保育も実施しています。利用を希望される方は、事
　前に申請が必要となりますのでお問い合わせください。

みつえっこ広場（子育て支援）

御杖保育所 0745（95）3138問

リウマチ医療講演・相談会のお知らせ
☆参加費無料☆

森田様方 0743（53）9429問

保健福祉課 0745（95）2828問

■日時：平成 31年 4月 21日（日）　13時～ 16時
■会場：奈良県文化会館　２階　小ホール
■講演：①「病気が良くなったら、あなたは何がしたいですか？」
　　　　　大阪リウマチ・膠原病クリニック　西本 憲弘先生
　講演：②「リウマチ治療に携わった 30年を振り返って。また
　　　　　現在行っている治療について」
　　　　　西の京病院 リウマチ科　福居 顕宏先生
　相談会　上記先生方による療養相談
<主催> 公益社団法人　日本リウマチ友の会 奈良支部

5 6
筋力アップ教室

11

4

10

3

9

2
カラオケ教室元気にしとる会

(上郷･中野)

ふれあい喫茶
囲碁･将棋交流会

ふれあい喫茶
老人クラブ総会

12 138

1

乳幼児健診(御杖村)

編み物教室

筋力アップ教室
7

181716
元気にしとる会
(西町)(堂前)(東町)

ふれあい喫茶

ふれあい喫茶
みつえっこ広場

19 2015
筋力アップ教室

14

252423
ヨガ教室
（姫石の湯）

元気・思いやり
サポーター会議

元気にしとる会
（大野）

26 2722
元気にしとる会
（菅野）

元気にしとる会
（敷津）（神･中村）

筋力アップ教室
21

302928 昭和の日 祝日

元気にし
とる会
（峯･水口･畑井)

元気にし
とる会
(土･中村)

囲碁・将棋交流会

困った時は・・・・
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地
籍
調
査
事
業

地
籍
調
査
事
業

　

皆
さ
ん
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
「
土
地
」
の
位
置
、
面
積
等
を
正
確
に
把
握
し
、
土
地
に

関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
、
御

杖
村
で
は
平
成
25
年
度
か
ら
国
土
調
査
法
に
基
づ
く
地
籍
調
査
事
業
に
着
手
し
、
平
成
30
年

度
末
時
点
で
大
字
桃
俣
町
屋
〜
上
出
の
一
部
と
大
字
神
末
小
屋
の
一
部
、
神
末
敷
津
の
一
部

（
田
・
畑
・
宅
地
）
の
登
記
が
完
了
し
ま
し
た
。

　
「
地
籍
」
と
は
土
地
の
情
報
で
、
い
わ
ば
土
地
の
戸

籍
で
す
。
「
地
籍
調
査
」
と
は
土
地
の
情
報
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　

一
つ
ひ
と
つ
の
土
地
に
つ
い
て
皆
さ
ん
に
境
界
等
を
確

認
し
て
い
た
だ
き
、
測
量
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
の

結
果
、
正
確
な
土
地
の
面
積
等
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
正

確
な
図
面
（
地
籍
図
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
調
査
の
成
果
は
法
務
局
に
送
付
さ

れ
、
土
地
の
登
記
簿
が
正
確
な
も
の
に
改
め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
調
査
を
行
う
と
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

①
境
界
の
位
置
が
不
明
に
な
っ
て
も
、
正
確
に
復

　

元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
土
地
に
関
す

　

る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き

　

ま
す
。

②
土
地
の
形
状
や
面
積
が
は
っ
き
り
し
ま
す
。

③
災
害
復
旧
が
迅
速
に
行
わ
れ
ま
す
。

④
固
定
資
産
の
課
税
が
適
正
に
行
わ
れ
ま
す
。

⑤
土
地
取
引
が
円
滑
に
行
え
ま
す
。

　

地
籍
調
査
に
か
か
る
費
用
は
、
国
（
50
％
）
、
県
（
25
％
）
、
村
（
25
％
）

で
負
担
し
ま
す
の
で
、
土
地
所
有
者
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
境
界
の
現
地
立
ち
会
い
に
出
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
時
間
と
そ
れ
に
か
か
る
交
通
費
等
の
経
費
を
支
給
す
る
制
度
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
31
年
度
は
第
６
次
国
土
調
査
事
業
十
カ
年
計
画
の
最
終
年
と
な
り
、
大

字
菅
野
上
郷
〜
西
川
地
区
の
一
部
（
田
・
畑
・
宅
地
）
の
一
筆
地
調
査
（
現
地

立
ち
会
い
）
と
大
字
神
末
東
町
〜
上
村
地
区
の
一
部
の
測
量
結
果
に
基
づ
く
地

籍
簿
（
案
）
と
地
籍
図
（
案
）
の
閲
覧
及
び
大
字
神
末
川
合
〜
西
町
地
区
の
一

部
に
つ
い
て
は
認
証
手
続
き
を
実
施
し
ま
す
。

　

土
地
所
有
者
や
隣
接
所
有
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
調
査
す
る
日
程
を
後
日
ご
案

内
し
ま
す
の
で
、
事
業
の
趣
旨
等
を
ご
理
解
い
た
だ
き
事
業
の
円
滑
な
実
施
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

現
在
法
務
局
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
地
図
（
公
図
）

の
大
半
は
、
明
治
初
期
の
地
租
改
正
で
作
ら
れ
た
も
の

を
も
と
に
し
た
も
の
で
、
土
地
の
境
界
が
不
明
確
で

あ
っ
た
り
、
測
量
も
不
正
確
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
土
地
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
も
と
に

な
る
土
地
の
戸
籍
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
調

査
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
地
籍
調
査
」と
は
？

地
籍
調
査
の
メ
リ
ッ
ト
は
？

調
査
費
用
は
？

な
ぜ
調
査
が
必
要
か
？

こんな経験は
　　ありませんか？

相続を受けた土地の正確な
位置がわからなかった。

塀を作り替えようとしたら、
隣の土地の所有者から「境界
が違う」と言われた。

土地を購入し、改めて測って
みたら登記簿の面積と違って
いた。
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